
第
五
章

常
陽
中
学
校

・
常
陽
高
等
学
校
の
沿
革

昭
和
二
十

一
年
四
月
、
日
本
体
育
会
は
茨
城
県
稲
敷
郡
阿
見
町
に
あ

っ
た
元
土
浦
海
軍
航
空
隊
跡
を
永
住

の
地
と
定
め
て
日
本
体
育

専
門
学
校
を
移
転
さ
せ
た
が
、
翌
二
十
二
年
二
月
、
そ
の
日
本
体
育
専
門
学
校
に
併
設
す
る
か
た
ち
で
常
陽
中

学
校
を
設
置
さ
せ
、
さ

ら
に
二
十
三
年
四
月
に
は
常
陽
高
等
学
校

の
設
置
を
達
成
し
て
い
る
。
当
時
の
本
会
は
戦
後

の
混
乱
期
に
あ

っ
て
財
政
的
困
窮
に
陥

っ

て
お
り
、
新
た
な
学
校
経
営
に
着
手
す
る
財
源
が
あ
る
は
ず
も
な
か

っ
た
。
し
か
し
、
本
会
は
こ
の
日
本
体
育
専
門
学
校
お
よ
び
荏
原

高
等
学
校

の
再
建
に
従
事
す
る
か
た
わ
ら
、
中

・
高
等
学
校

の
新
設
に
踏
み
切
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、
後
述
す

る
よ
う
に
、
本
会
が
体

育
専
門
学
校
を
存
続
さ
せ
る
た
め
の
方
便
と
し
て
中

・
高
等
学
校

の
設
置
を
は
か
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
点
に
あ

っ
た
。
移
転
に
際
し

て
地
元
か
ら
中

⊥
口同
等
学
校
の
設
置
が
強
く
要
望
さ
れ
て
お
り
、
実
際
に
は
こ
れ
を
設
置
す
る
こ
と
が
移
転
認

可
の
条
件
に
な

っ
て
い

た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
し
て
誕
生
し
た
中

・
高
等
学
校
も
、
日
本
体
育
専
門
学
校
が
日
本
体
育
大
学

へ
と
昇
格
し
、
再

び
故
郷
の
東
京

・
深
沢

へ
復
帰
す
る
に
及
ん
で
、
廃
校

(昭
和
二
十
六
年
三
月
三
十

一
日
)
の
浮
き
目
に
あ
う

に
い
た

っ
て
い
る
。
と

も
あ
れ
、
こ
の
新
制

の
常
陽
中
学
校
と
常
陽
高
等
学
校
は
学
校
法
人
日
本
体
育
会
の
百
年
の
歴
史

の
な
か
で
、

わ
ず
か
三
、
四
年
し
か

そ
の
足
跡
を
刻
む
こ
と
が
な
か

っ
た
け
れ
ど
も
、
戦
後

の
復
興
期
に
お
け
る
本
会
の
新
規
事
業
と
し
て
深
く
刻

印
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
。

以
下
、
常
陽
中
学
校
と
常
陽
高
等
学
校
と
は
キ
ャ
ン
パ
ス
を
共
有
す
る
と
と
も
に

一
環
教
育
と
し
て
運
営
さ
れ
て
き
た
こ
と
か
ら
、
こ

れ
を
常
陽
中

・
高
等
学
校

の
沿
革
と
し
て
点
描
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
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開
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昭
和
二
十
年
五
月
、
日
本
体
育
専
門
学
校
は
そ
の
教
育
施
設
の
中
核
と
い
え
る
本
館
及
び
体
育
館
等
を
空
襲

の
た
め
焼
失
し
た
。
し

か
し
、
敗
戦
後
同
校
は
、

い
ち
早
く
教
育
活
動
を
再
開
し
、
同
年
九
月
頃
よ
り
繰
り
上
げ
卒
業
生
を
対
象
に
し
た
再
教
育
を
主
眼
と
す

る
臨
時
補
修
科
を
開
設
し
て
い
る
。
そ
の
補
修
科
は
、
昭
和
二
十

一
年
三
月
ま
で
十
数
名
の
卒
業
生
を
対
象
に
開
講
さ
れ
た
が
、
更
に

同
年
三
月
十
六
日
に
は
学
則
が
全
面
的
に
改
正
さ
れ
本
科
お
よ
び
補
修
科
の
課
程
が
設
置
さ
れ
る
に
い
た
っ
て

い
る
。

こ
の
よ
う
に
教

育
活
動
の
再
開
に
向
け
て
の
努
力
が
懸
命
に
な
さ
れ
る
中
で
、
戦
災
に
よ
り
荒
廃
し
た
深
沢
キ
ャ
ン
バ
ス
で
は
そ
の
努
力
に
も
限
界
が

あ
る
こ
と
が
痛
感
さ
れ
た
。
か
く
て
昭
和
二
十

一
年
四
月
、
日
本
体
育
専
門
学
校
は
、
茨
城
県
稲
敷
郡
阿
見
町

の
元
土
浦
海
軍
航
空
隊

の
跡
地

へ
移
転
し
、
当
地
を
再
興
の
足
掛
り
と
し
た
。
当
時
、
戦
災

で
教
育
施
設
を
失

っ
た
学
校
の
多
く
は
、

旧
軍

の
施
設
を
利
用
し

て
、
学
園
の
再
興
を
図
ろ
う
と
も
く
ろ
ん
で
い
る
。
無
論
同
校

の
移
転
は
、
他
校
と
の
熾
烈
な
争
い
に
勝
利
し

た
結
果

で
あ

っ
た
の
で

あ
る
。

茨
城
県
の
南
部
に
位
置
す
る
稲
敷
郡
阿
見
町
は
、
霞
が
浦
に
面
し
水
陸
交
通

の
要
所
に
あ
り
、
且

つ
今
後

一
層

の
人
口
の
増
加
が
見

込
ま
れ
る
地
域
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
同
郡
内
に
は
中
学
校
が
龍
ヶ
崎
町
に

一
校
あ
る
の
み
で
、
進
学
希
望
者

の

一
部
し
か
収
容
で
き

な

い
状
況
に
あ

っ
た
。
ま
た
、
近

い
将
来
に
中
等
以
上
の
教
育
を
受
け
よ
う
す
る
者
の
急
増
が
予
測
さ
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
中
等

学
校

の
誘
致
は
、
稲
敷
郡
内
三
十
三
町
村
の
緊
急
を
要
す
る
問
題
で
も
あ

っ
た
わ
け
で
あ
る
。
次
に
掲
げ
る
表

は
阿
見
町
周
辺
の
市
町

村
に
お
け
る
昭
和
二
十

一
年
度

の
国
民
学
校
初
等
科
第
六
学
年
の
男
児
童
数
及
び
中
等
学
校
進
学
希
望
者
数
を

示
す
も
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
に
よ

っ
て
進
学
希
望
者

の
増
加
傾
向
を
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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阿
見
町
周
辺
の
市
町
村
に
お
け
る
国
民
学
校
初
等
科
第
六
学
年
男
児
童
数

市

町

村

名

男
児
童
数

備

考

稲
敷
郡
阿
見
町

九
〇

昭
和
二
十
一

年
度
中
等
学
校
進
学
者
三
十
九
名、

地
元
二

中
学
校設立セラルレバ進学希望者激増スベシ

〃

舟
島
村

三
五

二
十
一

年
度
中
等
学
校
進
学
希
望
者
十
一

名

〃

牛
久
村

六
〇

二
十
一

年
度
中
等
学
校
進
学
希
望
者
二
十
七
名

〃

君
原
村

三
八

二
十
一

年
度
中
等
学
校
進
学希

望
者
十
三
名

〃

朝
日

村

一

五

〇

二
十
一

年
度
中
等
学
校
進
学
希
望
者
二
十
三
名

〃

木
原
村

四
二

二
十
一

年
度
中
等
学
校
進
学
希
望
者
十
一

名

〃

安中

村

三
四

二
十
一

年
度
中
等
学
校
進
学
希
望
者
十
名

〃

岡

田

村

⊥

登

二
十
一

年
度
中
等
学
校
進
学
希
望
者
二
十
名

新
治
郡
土
浦
市

四
七
三

資
料
(
其
ノ
一
)

二

示
ス
如
ク
縣
立
及
市
立
ノ
両
中
学
校
二

収
容シ得ザル者多数ヲ算スル現状ナリ

〃

藤
沢
村

五
三

本
村
方
面
ヨ
リ
將
来
相
当
数
ノ
進
学
希
望
者
ア
ル
見
込
ナ
リ

(二
十

一
年
十
月
阿
見
町
役
場
ノ
調
べ
ニ
依

ル
)
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こ
の
よ
う
な
地
域
社
会
の
現
状
を
考
慮
し
た
日
本
体
育
会
は
、
中
学
校

の
新
設
に
は
多
額
の
費
用
を
必
要
と
す

る
け
れ
ど
も
、
土
浦
海

軍
航
空
隊
跡
に
移
転
し
て
そ
の
施
設
を
借
用
す
る
た
め
に
、
県
当
局
及
び
地
域
住
民

の
要
望
を
受
け
入
れ
ざ
る
を
得
な

い
と
み
て
中
学

校
の
設
置
に
踏
み
切

っ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
中
学
校

の
設
置
は
、
土
浦
海
軍
航
空
隊
跡
の
施
設
利
用
を
め
ぐ

っ
て
の
競
争

が
激
化

す
る
中
に
あ

っ
て
当
該
施
設
の
許
認
可
権
を
有
す
る
地
方
自
治
体
が
、
日
本
体
育
専
門
学
校
に
対
し
て
移
転

・
認
可
の
条
件
と
し
て
提

示
し
た
結
果
で
あ

っ
た
と
い
え
る
。

と
ま
れ
日
本
体
育
会
は
、
昭
和
二
十

一
年
六
月
十
四
日
、
日
本
体
育
専
門
学
校
に
お

い
て
理
事
会
を
開
催
し
、
中
学
校
設
置
の
件
に

つ
い
て
審
議
し
た
結
果
、
次
の
各
号
を
採
択
し
て
い
る
。

一
、
中
學
校
設
置
ノ
件

二

)
本
法
人
経
螢
ノ
下

二
茨
城
縣
稻
敷
郡
阿
見
町
青
宿

(二
)
基
本
金
拾
萬
圓
ヲ
武
拾
萬
圓

二
増
額
ノ
コ
ト

(三
)
寄
附
行
為
中
変
更
認
可
申
請
ノ

コ
ト

一
番
地

二
設
置
シ
昭
和
二
十
二
年
四
月
開
校
豫
定
ノ

コ
ト
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右
の
決
定
に
基
づ
き
、
昭
和
二
十

一
年
九
月
二
十
日
、
日
本
体
育
会
は
茨
城
県
知
事
宛

に
中
学
校
設
置
認
可
申
請
進
達
願
を
提
出
す

る
と
と
も
に
、
文
部
大
臣
宛
に
は
次
の
よ
う
な
中
学
校
設
置
認
可
申
請
書
を
提
出
し
て
い
る
。



中
学
校
設
置
認
可
申
請

中
学
校
令
二
振
リ
常
陽
中
學
校
ヲ
設
置
致
度
候

二
付
御
許
可
相
成
度
別
紙
關
係
書
類

相
添

へ
此
段
及
申
請
候
也

昭
和
二
十

一
年
九
月
二
十
日

東
京
都
世
田
谷
嘔
深
澤
三
丁
目
三
七
〇

財
團
法
人
日
本
禮
育
會
理
事

會
長

伯
爵

二

荒

芳

徳

文
部
大
臣

田

中

耕

太

郎

殿

〈関
係
書
類
〉

九 入 七 六 五 四 三 ニ ー

副
申
書
及
陳
情
書

設
置
趣
意
書

設
置
要
項

學

則

學
級
編
成
豫
定
表

入
學
願
保
謹
書
及
卒
業
謹
書
ノ
書
式

教
職
員
組
…織
豫
{疋
表

収
支
豫
算

位
置
取
調
事
項
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十
、
校
地
、
校
舎

(校
舎
配
置
圖
及
水
質
検
査
謹
添
付
)

十

一
、
校
舎
改
築
工
事
概
要

十
二
、
校
舎

二
封
ス
ル
東
京
財
務
局
茨
城
官
財
支
所
霞
ガ
浦
出
張
所
ノ
讃
明
書

十
三
、
参
考
資
料

附
屡
書
類

(別
綴
)

一
、
生
徒
定
員
認
可
申
請

二
、
授
業
料
額
等
認
可
申
請

三
、
寄
附
行
為
中
変
更
認
可
申
請

(理
由
書
、
変
更
條
項
及
理
事
會
決
議
録
添
附
)

右
の
添
付
さ
れ
た
関
係
書
類
中
の

「副
申
書
」
(昭
和
二
十

一
年
八
月
十
五
日
付
)
は
茨
城
県
稲
敷
郡
阿
見
町

の
櫻
井
文
太
郎
町
長
よ

り
文
部
大
臣
に
宛
た
も

の
で
あ
り
、
ま
た

「
陳
情
書
」

(同
年
入
月
十
九
日
付
)
の
方
は
稲
敷
郡
内
三
十
三
の
村

長
及
び
助
役
が
連
名
で

提
出
し
た
文
部
大
臣
宛

の
文
書
で
あ
る
。
双
方
と
も
、
同
郡
内
三
十
三
の
町
村
民
挙
げ
て
中
学
校

の
設
置
に
賛
同
す
る
こ
と
が
表
明
さ

れ
る
と
と
も
に
、
速
や
か
に
こ
れ
が
設
置
を
認
可
す
る
よ
う
要
望
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
で
は
ど
の
よ
う
な
規
模
の
中
学
校
を
設
置
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
添
付
書
類
と
し
て
提
出
さ
れ
た

「
設

置
要
項
」
に
よ

っ
て
確
か
め
て
み
よ
う
。
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設

置

要

項

一
、

名

構

常
陽
中
學
校



六 五 四 三 二

位

置

修

業

年

限

生
徒
入
學
定
員

開

校

月

日

経
費
及
維
持
方
法

茨
城
縣
稻
敷
郡
阿
見
町
青
宿
二
七

一

五

年

二
〇
〇
名

昭
和
二
十
二
年
四
月

経
費

ハ
別
紙
収
支
豫
算
ノ
通
リ

ニ
シ
テ
基
本
利
子
、
授
業
料
及

其
ノ
他
ノ
収
入
ヲ
以
テ
維
持

ス
、
但
シ
不
足
ヲ
生
ズ

ル
カ
又

ハ

臨
時
支
出
ヲ
要
ス
ル
ト
キ

ハ
本
法
人
設
立
者
之
ヲ
負
措

ス
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右
に
よ
れ
ば
設
置
し
よ
う
と
す
る
中
学
校
は
校
名
を
常
陽
中
学
校
と
称
し
、
入
学
定
員
二
〇
〇
名
、
修
業
年
限
度
五
年

の
旧
制
中
学

で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
こ
と
は
、
常
陽
中
学
校
学
則
第

一
条

に
、
「
本
校

ハ
中
等
學
校
令

二
振
リ
高
等
普
通
教
育
ヲ
施
シ
身
艦

ノ
登
達
智
能

ノ
啓
培
人
格

ノ
陶
治
ヲ
重

ン
ジ
特

二
国
際
道
義
ノ
滋
養

二
努
メ
以
テ
誠
心
有
為
ナ
人
材
ヲ
養
成

ス
ル
ヲ
目
的
ト
ス
。
」
と
あ
る

こ
と
か
ら
推
す
こ
と
が

で
き
よ
う
。
常
陽
中
学
校
は

「中
等
学
校
令
」
に
基
づ
く
学
校
と
し
て
設
置
申
請
が
な
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
常
陽
中
学
校

の
設
置
認
可
に

つ
い
て
は
同
年
の
十
二
月
上
旬
頃
に
は
概
ね
県
当
局
よ
り
内
諾
が
得
ら
れ

て
い
た
。
十
二
月
十

一

日
付
の

『読
売
新
聞
』
の
茨
城
版
に
は
、
県
学
務
課
方
面

の
発
表
と
思
わ
れ
る
常
陽
中
学
校
の
設
置
認
可
に
関
す
る
次
の
よ
う
な
記
事



が
掲
載
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
認
可
に
先
立

っ
て
、
そ
の
見
込
み
記
事
が
紙
上

に
載

っ
た
と
い
う
事
実
か
ら
、

学
L
新
設
に
対
す
る
期
待
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

行
政
当
局
の

「常
陽
中

來
春
開
校
常
陽
中
學

日
本
体
育
専
門
学
校

(土
浦
市
)
付
属
中
學
と
し
て

『常
陽
中
學
』

の
新
設
認
可
申
請
が
日
体
校
長
二
荒

芳
徳
伯
か
ら
縣

へ
提
出

さ
れ
て
い
る
が
近
く
認
可
さ
れ
る
見
込
み
で
同
校
は
來
春
四
月
か
ら
第

一
學
年
二
百
名
を
募
集
す
る

か
く
て
、
昭
和
二
十
二
年
二
月
十
日
、
茨
学
三
十
三
號
を
も

っ
て
常
陽
中
学
校

の
設
置
が
正
式

に
認
可
さ
れ
た
。
し
か
し
こ
の
認
可

は
、
同
年
三
月
三
十

一
日
に
教
育
基
本
法
及
び
学
校
教
育
法
が
公
布
さ
れ
、
新
学
制

の
も
と
六

二
二
・
三
制

が
施
行
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、

新
制
の
中
学
校
を
前
提
に
し
て
の
認
可
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
常
陽
中
学
校
は
、
九
月
の
申
請
の
段
階
で
は
五
年
制

の
旧
制
中
学
校

と
し
て
申
請
を
行

っ
て
い
る
が
、
六

・
三

二
二
制
の
施
行
に
伴

い
ま
ず
は
三
年
制

の
新
制
中
学
と
し
て
発
足
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
は
同
校
の
学
則
第

一
條
が
、
「本
校
は
学
校
教
育
法
に
よ
り
中
等
普
通
教
育
を
施
し
身
体

の
発
達
智
能
の
啓
培
人
格

の
陶
冶
を
重
ん
じ

特
に
国
際
道
義
の
滋
養
に
努
め
以
て
有
為
な
人
材
を
養
成
す
る
を
目
的
と
す
る
」
と
改
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
知
る
こ
と
が
で
き

よ
う
。

こ
の
よ
う
に
常
陽
中
学
校
が
新
制
の
中
学
校
に
切
り
替
え
ら
れ
て
認
可
さ
れ
た
た
め
に
、
こ
の
学
校
は
地
元
が
期
待
し
た
中
等
学
校

の
役
割
を
果
た
し
得
な
く
な

っ
た
。
た
め
に
日
本
体
育
会
は
新
制
中
学
の
上
に
新
制
高
等
学
校
を

の
せ
る
方
針
を
打
ち
出
さ
ね
ば
な
ら

な
か

っ
た
。
旧
制
中
学
校
の
機
能

の
多
く
は
、
新
制
高
等
学
校

に
よ

っ
て
担
わ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
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か
く
て
、
日
本
体
育
会
は
新
制
高
等
学
校
の
設
置
に
踏
み
切
る
こ
と
に
な

っ
た
。
昭
和
二
十
三
年
四
月
二
十
七
日
、
常
陽
高
等
学
校

は
新
制

の
高
等
学
校
と
し
て
の
設
置
が
認
可
さ
れ
、
五
月
十
二
日
に
は
三
十

一
名

の
生
徒

の
入
学
を
得
て
入
学
式
を
挙
行
す
る
に
至

っ

て
い
る
。

こ
こ
に
常
陽
中
学
校
と
常
陽
高
等
学
校

の

一
環
教
育
体
制
が
成

っ
た
と
い
え
よ
う
。

な
お
、
こ
の
常
陽
中

・
高
等
学
校
は
土
浦
海
軍
航
空
隊
跡

の
日
本
体
育
専
門
学
校
と
同

一
の
キ
ャ
ン
パ
ス
内

に
開
校
し
、
初
代
校
長

に
は
荒
基
氏
が
就
任
し
た
。

(二
)

学
則
及
び
教
育
内
容

常
陽
中
学
校
及
び
高
等
学
校

の
学
則
を
示
す
と
以
下
の
よ
う

で
あ
る
。

常
陽
中
學
校
学
則

第

一
章

第

一
條

本
校
は
學
校
教
育
法
に
よ
り
中
等
普
通
教
育
を
施
し
身
体
の
発
達
智
能

の
啓
培
人
格
の
陶
冶
を
重
ん
じ
特
に
国
際
道
義

の
滋
養
に
努
め
以
て
有
為
な
人
材
を
養
成
す
る
を
目
的
と
す
る

第
二
條

修
業
年
限
を
三
年
と
す
る

第
三
條

生
徒
の
入
學
定
員
を
二
百
名
と
す
る

第
二
章

第
四
條

學
年
は
四
月

一
日
に
始
ま
り
翌
年
三
月
三
十

一
日
に
終
る

學
年
を
分
け
て
左
の
三
学
期
と
す
る
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第
五
條

第
六
條

第

一
學
期

四
月

一
日
か
ら
八
月
三
十

一
日
に
至
る

第
二
學
期

九
月

一
日
か
ら
十
二
月
三
十

一
日
に
至
る

第
三
學
期

一
月

一
日
か
ら
三
月
三
十

一
日
に
至
る

休
業
日
は
左

の
通
り
と
す
る

、

一
、
祝
日

祭
日

日
曜
日

一
、
夏
期
休
業

七
月
二
十

一
日
か
ら
入
月
三
十

一
日
ま
で

一
、
冬
季
休
業

十
二
月
二
十
五
日
か
ら
翌
年

一
月
七
日
ま
で

一
、
春
季
休
業

三
月
二
十
六
日
か
ら
四
月
四
日
ま
で

休
業
日
に
行
事
作
業
又
は
心
身
修
練
を
行

い
且
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
き
は
臨
時
短
縮
或
い
は
延
長
す
る
こ
と
が
で
き

る第
三
章

教
科
課
程
及
學
習
時
間

教
育
課
程
及
學
習
時
間
は
次

の
通
り
で
あ
る

修 必 教
、

体 社 習 国
科

△
ム 學

育 科 字 語 年

一 一 一 第
〇 七 三 七 一

五 五 五 五 學
(((( 年
三 五 一 五
))))

一 一 一 第
〇 四 三 七 二
五 〇 五 五 學
(((( 年
三 四 一 五
))))

一 一 一 第
〇 四 七 三
五 〇 五 學
((( 年
三 四 五
)))
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」

國

史

三

五

(
一
)

七

〇

(
二
)

教

数

學

一

四

〇

(

四
)

一

四

〇

(

四
)

一

四

〇

(

四)

理

科

一

四

〇

(

四
)

一

四

〇

(

四
)

一

四

〇

(

四)

科

音

楽

七
〇
(
二)

七

〇

(
二
)

七
〇
(
二
)

図

画

工

作

七
〇
(
二)

七
〇
(
二
)

七
〇
(
二
)

'

職

業

(

農

業)

一

四

〇

(

四)

一

四

〇

(

四
)

一

四

〇

(

四
)

小

計

一

〇
五
〇
(
三
〇)

一

〇
五
〇
(
三
〇)

一

〇
五
〇
(
三
〇)

選
教

〔

外
国
語
(
英
語)

一

四

〇

(

四)

一

四

〇

(

四
)

一

四

〇

(

四
)

択
科

自

由

研

究

一

〇

五

(
三
)

一

〇

五

(
三
)

一

〇

五

(

三
)

小

計

二
四
五
(
七)

二
四
五
(
七)

二
四
五
(
七)

総

計

一

二
九
五
(
三
七)

一

二
九
五
(
三
七)

一

二
九
五
(
三
七)

備
考

本
表

の
外
學
校
長
に
於
て
教
育
上
必
要
と
認
め
る
と
き
は
随
時
実
習
作
業
等

に
関
す
る
教
育
を
施
す

こ
と
が
あ
る
。

第
四
章

進
學
及
卒
業

第
七
條

各
學
年
に
於
け
る
課
程
の
修
了
又
は
卒
業
は
平
素

の
成
績
考
査
し
て
こ
れ
を
定
め
る

第
八
條

成
績
分
け
て
學
期
成
績
と
學
年
成
績

の
二

つ
と
す
る

學
年
成
績
は
各
學
期

の
成
績
を
総
合
し

て
之
を
定
め
る

第
九
條

本
校

の
全
課
程
を
修
了
し
た
と
認
め
た
者
に
は
卒
業
謹
書
を
授
与
す
る

第
五
章

入
學
及
退
學

第
十
條

入
學
期
は
毎
年
四
月
と
す
る

但
し
欠
員
の
あ
る
と
き
は
臨
時
入
學
を
許
可
す
る
こ
と
が
あ
る
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第
十

一
條

第
十
二
條

第
十
三
條

第
十
四
條

第
十
五
條

第
十
六
條

第
十
七
條

第
十
八
條

第
十
九
條

第
二
十
條

本
校
第

一
學
年
に
入
學
す
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
は
小
學
校

の
課
程
を
修
了
し
た
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い

第
二
學
年
以
上
に
欠
員
あ
る
場
合
は
相
当
年
令
に
達
し
前
各
學
年
の
課
程
を
修
了
し
た
者
と
同
等
以
上
の
學
力
が
あ

る
と
認
め
た
者
に
対
し
検
定

の
上
入
學
を
許
可
す
る
こ
と
が
あ
る

入
學
志
願
者
は
所
定
の
入
學
願
書
に
入
學
検
定
料
を
添
え
在
學
又
は
出
身
學
校
を
経
て
願
出

で
ね
ば
な
ら
な

い

入
學
志
願
者
に
対
し
て
は
在
學
又
は
出
身
學
校
長
の
個
人
調
査
書
を
勘
考
し
入
學
検
定
を
行

っ
て
入
學
の
許
否
を
定

め
る

入
學
を
許
可
さ
れ
た
者
は
十
日
以
内
に
本
學
所
定
の
保
謹
書

に
戸
籍
抄
本
又
は
戸
籍
記
載
事
項
讃
明
書
を
添
え
學
校

に
差
出
さ
ね
ば
な
ら
な

い

保
讃
人
は
尊
属
親
又
は
生
徒
の
身
分
を
引
受
け
且

つ
監
督
の
責
を
蓋
す
る
こ
と
の
で
き
る
も

の
で
な
く
て
は
な
ら
な

い病
気
又
は
事
故
の
た
め
欠
席
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
は
予
め
そ
の
旨
學
校
長
に
届
出
で
ね
ば
な
ら
な

い

但
し
病
気

の
た
め

一
週
間
以
上
に
な
る
と
き
は
医
師
の
診
断
書
を
添
え
ね
ば
な
ら
な

い

病
気
又
は
事
故
の
た
め
三
ヶ
月
以
上
修
學
す
る
と
こ
の
で
き
な
い
虞
あ
る
と
き
は
そ
の
理
由

を
認
め
保
護
人
連
署
の

上
學
校
長
に
願
出
で

一
年
以
内
休
學
す
る
こ
と
が
出
来
る

但
し
病
気
の
場
合
は
医
師
の
診
断
書
を
添
え
ね
ば
な
ら

ノ

な

い

休
學
期
間

の
途
中
で
出
校
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
保
謹
人
連
署
で
學
校

に
届
出
で
ね
ば
な
ら
な
い

病
気
又
は
事
故
の
た
め
退
學
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
そ
の
理
由
を
認
め
保
讃
人
連
署
で
學

校
長
に
願
出

で
ね
ば
な
ら

な

い

但
し
病
気

の
場
合
は
医
師

の
診
断
書
を
添
え
ね
ば
な
ら
な
い

學
校
長
に
於
て
左

の
各
号
の

一
に
該
当
す
る
と
認
め
た
と
き
は
退
學
を
命
ず
る

一
、
性
行
不
良
で
改
善
の
見
込
な
い
者

二
、
学
力
劣
等
で
成
業
の
見
込
な
い
者

三
、
引
績
き

一
年
以
上
欠
席
し
た
者
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四
、
出
席
常
な
ら
ぬ
者

第
よハ
立早

賞
皿剖

第
二
十

一
條

學
力
体
力
操
行
共
に
優
秀
な
者
又
は
そ
の
他
の
模
範
と
な
る
べ
き
者
は
こ
れ
を
褒
賞
す
る

こ
と
が
あ
る

第
二
十
二
條

不
都
合
の
行
為
が
あ
る
と
認
め
た
生
徒
に
対
し
て
は
訓
戒
謎
責
を
加
え
又
は
停
學
退
學
を
命
ず
る
こ
と
が
あ
る

第
七
章

授
業
料
及
入
學
検
定
料
入
學
金

第
二
十
三
條

授
業
料
は
月
額
弐
百
円
と
す
る

毎
月
指
定
の
期
日
に
納
付
せ
ね
ば
な
ら
な

い

但
し
前
納
を
妨
げ
な

い

第
二
十
四
條

入
學
検
定
料
は
金
百
円
と
す
る

第
二
十
五
條

入
學
金
は
百
円
と
す
る

第
二
十
六
條

已
納
の
學
費
は
事
情
の
如
何
に
拘
ら
ず
返
納
し
な

い

但
し
前
納

の
授
業
料
に
限
り
退
學

翌
月
後
の
分
を
返
還
す

る

第
二
十
七
條

期
間
内
に
授
業
料
を
納
入
し
な

い
者
に
対
し
て
は
そ
の
出
校
を
停
止
す
る
こ
と
が
あ
る

第
二
十
八
條

在
學
生
徒
は
す
べ
て
授
業
料
を
納
付
せ
ね
ば
な
ら
な
い

第
二
十
九
條

授
業
料
は
特
別
の
場
合
こ
れ
を
減
免
す
る
こ
と
が
あ
る

附

則

第
三
十
條

本
學
則
施
行
に
関
す
る
細
則
は
學
校
長
が
こ
れ
を
定
め
る
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第

一
條

第
二
條

常
陽
高
等
學
校
學
則

第

一
章

総
則

本
校
は
高
等
學
校
令
に
拠
り
新
制
中
學
校
に
於
け
る
教
育
の
成
果
を
更
に
獲
展
接
充
し
て
國
家
及
社
會
の
有
為
な
人
材

を
養
成
す
る
を
目
的
と
す
る

本
校
に
普
通
科
を
置
き
修
業
年
限
は
三
年
と
す
る



第
三
條

第
四
條

第
五
條

第
六
條

第
七
條

第
入
條

第
九
條

第
十
條

生
徒
定
員
は
四
百
五
十
人
と
す
る

第
二
章

學
期
及
休
業
日

學
年
は
四
月

一
日
に
始
ま
り
翌
年
三
月
三
十

一
日
に
終
わ
る

學
年
を
分
ち
て
左
の
三
學
期
と
す
る

第

一
學
期

四
月

一
日
よ
り
八
月
三
十

一
日
に
至
る

第
二
學
期

九
月

一
日
よ
り
十
二
月
三
十

一
日
に
至
る

第
三
學
期

翌
年

一
月

一
日
よ
り
十
二
月
三
十

一
日
に
至
る

休
業
日
は
左
の
如
く
定
め
る

第
三
章

各
學
年
の
教
科
課
程
及
び
授
業
時
数
は
別
表
に
作
る

授
業
日
数
は
最
高
學
年
に
あ
り
て
は
二
百
三
十
日
以
上
と
し
其

の
他
の
學
年
に
あ
り
て
は
毎
學
年
二
百
五
十
日
以
上
と

す
る

第
四
章

入
學
、
退
學

、
休
學

入
學

の
時
期
は
學
年
の
始
め
と
す
る

但
し
鉄
員
あ
る
と
き
は
第
二
學
期
の
始
め
に
於
い
て
臨
時
入
學
せ
し
め
る
こ
と

が
あ
る

第

一
學
年
に
入
學
し
得
る
も
の
は
中
學
校
を
修
了
し
た
者
又
は
之
と
同
等
以
上

の
學
力
を
有
す

る
者
と
す
る

祝
日
、
祭
日
、
學
校
記
念
日
、
日
曜
日

、
春
季
三
月
二
十
六
日
よ
四
月
四
日
に
至
る

、
夏
期
七
月
二
十

一
日
よ
り
入
月
三
十

一
日
に
至
る

、
冬
季
十
二
月
二
十
五
日
よ
り
翌
年

一
月
七
日
に
至
る

但
し
特
別

の
事
情
あ
る
場
合
に
は
休
業
日
を
適
宜
に
短
縮
又
は
延
長
す
る
こ
と
が
あ
る

教
科
課
程
並
授
業
時
数

一1268一



第
十

一
條

第
二
學
年
以
上
に
入
學
を
許
可
す
べ
き
者
は
相
當
年
令
に
達
し
前
各
學
年
の
課
程
を
修
了
し

た
者
又
は
考
査
に
依
り

之
と
同
等

の
學
力
あ
り
と
認
め
た
者

第
十
二
條

第

一
學
年
入
學
志
願
者
に
封
し
て
は
考
査

に
依
り
入
学
者
を
定
め
る

第
十
三
條

入
學
志
願
者
は
所
定
の
入
學
願
書
に
出
身
學
校
長
の
調
査
書
並
に
入
學
考
査
料
を
添
え
學
校

長
に
願
出
る

第
十
四
條

中
途
退
学
者

で
再
入
學
を
志
願
す
る
者
又
は
他
の
高
等
學
校
よ
り
轄
學
を
志
願
す
る
者
あ
る
と
き
は
鉄
員
あ
る
場
合

に
限
り
考
査
の
上
相
當
學
年
に
編
入
を
許
可
す
る
こ
と
が
あ
る

第
十
五
條

入
學

の
許
可
を
得
た
者
は
十
日
以
内

に
正
副
二
名

の
保
謹
人
を
定
め
所
定

の
誓
約
書
に
戸
籍
抄
本
を
添
え
學
校
に
差

出
す

第
十
六
條

正
保
謹
人
は
生
徒
の
親
権
者
又
は
後
見
人
と
し
て
副
保
謹
人
は
成
年
で
學
校
所
在
地
よ
り
二
里
以
内
に
居
住
し
独
立

の
生
計
を
鶯
む
者
と
す
る
保
謹
人
は
被
保
護
人
を
し
て
克
く
學
則
を
遵
守
せ
し
め
且

つ
其

の
身
に
係
わ
る

一
切
の
事

件
に
就
き
責
に
任
す
る

第
十
七
條

生
徒
又
は
保
謹
人
で
改
名
轄
籍
轄
居
又
は
改
印
し
た
と
き
は
其
旨
直
に
學
校
長
に
届
出
る
保
謹
人
に
変
更
あ
る
と
き

も
亦
同
じ

第
十
八
條

生
徒
疾
病
其
の
他
己
を
得
ぜ
る
理
由
に
依
り
退
學
す
る
と
き
は
其
理
由
を
詳
記
し
保
讃
人
連
署

の
上
學
校
長
に
願
出

で
許
可
を
受
け
る

第
十
九
條

學
校
長
は
疾
病
其
の
他
已
を
得
ざ
る
事
故
に
因
り
訣
席
二
ヵ
月
以
上
に
亘
る
見
込
み
の
者
に
は

一
年
以
内
休
學
を
許

可
す
る
事
が
出
来
る

第
二
十
條

學
校
長
は
他

の
學
校
轄
學
を
志
望
す
る
者
あ
る
と
き
は
正
當
の
事
由
あ
り
と
認
め
た
場
合
に
限
り
之
を
許
可
す
る
こ

と
が
出
来
る

第
五
章

賞

罰

第
二
十

一
條

品
行
方
正
學
業
優
等

で
他
の
生
徒

の
模
範
と
な
る
者
又
は
特
殊
の
善
行
あ
る
者
は
之
を
褒

賞
す
る
こ
と
が
あ
る
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第
二
十
二
條

學
校
長
は
教
育
上
必
要
あ
り
と
認
め
た
と
き
は
生
徒
に
懲
戒
を
加
え
る
懲
戒
は
、
戒
筋
謹
愼
停
學
又
は
放
校
と
す

る

第
二
十
三
條

左
の
各
号

の

一
に
該
當
す
る
者
は
學
校
長
こ
れ
に
退
學
を
命
ず
る

一
、
性
行
不
良
で
改
善

の
見
込
な
し
と
認
め
た
者

二
、
学
力
劣
等
で
成
業

の
見
込
な
し
と
認
め
た
者

三
、
正
当

の
理
由
な
く
引
績
き

一
ヵ
月
以
上
鉄
席
し
た
者

四
、
校
則
に
違
反
し
又
は
出
席
常
な
ら
ぬ
者

第
二
十
四
條

本
校
所
属

の
物
品
其

の
他
財
産
を
殿
損
亡
失
し
た
と
き
は
現
品
又
は
金
圓
を
以
て
之
を
賠
償

せ
し
め
る
こ
と
が
あ

る

第
六
章

課
程
の
修
了
及
卒
業

膨

第
二
十
五
條

各
學
年

の
課
程
の
修
了
又
は
全
課
程
の
卒
業
は
平
素

の
學
業
成
績
を
考
査
し
て
之
を
定
め
る

第
二
十
六
條

全
課
程
を
卒
業
し
た
も
の
に
は
所
定
の
卒
業
謹
書
を
授
與
す
る

第
七
章

授
業
料
及
入
學
考
査
料

第
二
十
七
條

授
業
料
は
月
額
金
百
五
十
圓
と
す
る

授
業
料
は
毎
月
所
定

の
期
日
に
納
入
す
る

但
し
前
納
を
妨
げ
な
い

第
二
十
八
條

授
業
料
を
滞
納
し
た
と
き
は

一
時
其
の
生
徒

の
出
席
を
停
止
す
る
こ
と
が
あ
る

第
二
十
九
條

入
學
考
査
料
は
八
拾
圓
入
学
金
は
五
拾
圓
と
す
る

納
入
し
た
入
學
考
査
料
及
入
學
金
は
如
何
な
る
理
由
あ
る
も
之
を
返
還
し
な
い

第
八
章

寄
宿
舎

第
三
十
條

寄
宿
舎
に
関
す
る
規
定

は
學
校
長
別
に
之
を
定
め
る

附

則
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別

家実 外 工 図音 体社 理数 書 漢 国 教

計 国 科 學

庭 業 語 作 画 楽 育 会科 學 道 文 語
年

第
三 一

七 二 二 四 一 二 二 四 六 四 四 一 一 四 學
年

第
三 二
七 一 一 四 一 二 三 四 七 四 四 一 一 四 學

年

第
三 三
七 一 一 四 一 二 三 四 七 四 四 一 一 四 學

年

表

本
學
則
施
行
に
関
し
て
の
細
則
は
學
校
長
之
を
定
め
る
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以
上
が
常
陽
中

・
高
等
学
校

の
学
則
で
あ
る
。
両
校
と
も
修
業
年
限
三
年

の
普
通
科
と
し
て
発
足
し
て
い
る
。
入
学
定
員
は
中
学
校

は
二
〇
〇
名
、
高
等
学
校
は
四
五
〇
名
で
あ

っ
た
が
、
実
際

の
学
生
数
は
こ
れ
よ
り
か
な
り
下
回

っ
て
い
た
よ
う

で
あ
る
。
例
え
ば
、

昭
和
二
十
四
年
度

の
中
高
の
在
校
生
数
を
み
る
と
、
中
学
校
の
第

一
学
年
は
十
九
名

(内
休
学

一
名
)
、
第
二
学

年
は
四
十
三
名
、
第
三

学
年
は
五
十
五
名

(内
休
学

一
名
)
で
、
高
校
の
第

一
学
年
に
は
在
校
生
は
お
ら
ず
、
第
二
学
年
は
二
十
二
名

に
す
ぎ
な
か

っ
た
。
中

高
の
合
計
で
も

一
三
七
名
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
い
っ
ぽ
う
と
く
に
優
秀
で
真
面
目
な
生
徒
に
は
各
種

の
賞
が
授
与
さ
れ
た
。

昭
和
二
十
四
年
度
学
業
優
秀
操
行
善
良
な
る
者
と
し
て
中
高
併
せ
十
三
名
の
者
が
、
ま
た
三
か
年
の
出
精
者
と
し
て
三
名

の
者
が
、
更

に
は
各
学
年

の
学
級
役
員
と
し
て
中
高
併
せ
十
四
名

の
者
が
表
彰
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
他
に
も
、
日
本
体
育
会

理
事
長
賞
を
授
与
さ
れ

た
者
が
中
学
校
の
第
三
学
年
に
二
名
、
日
本
私
立
中
高
等
学
校
連
合
会
理
事
長
賞
を
授
与
さ
れ
た
者
が
中
学
校

の
第
三
学
年
に
二
名

い

た
。次

に
年
間
の
行
事
暦
に

つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
中
高
で
は
殆
ど
同
様

で
あ
り
、
春
季

・
夏
季

・
冬
季
休
業

の
他
に
六
月
と
十
月
に
各

一
週
間
ず

つ
農
繁
休
業
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。
通
常

の
授
業
の
他
に
も
、
各
種

の
行
事
が
催
さ
れ
、
こ
の
よ
う

な
行
事

の
折
に
は
中
高

の
生
徒
が
合
同
で
参
加
し
て

い
た
。
昭
和
二
十
三
年
度
を
例
に
と
っ
て
み
る
と
、
十
月
三
日
に
第
五
十
七
回

日
体
体
育
祭
が
グ
ラ
ウ
ン

ド
で
開
催
さ
れ
た
が
、
そ
の
折
中
高

の
生
徒
も

一
緒
に
参
加
し
て
い
る
。
ま
た
、
十

一
月
二
十
日
全
校
生
徒

で
農
大

の
収
穫
祭
を
、
二

十
二
日
に
は
土
浦
の
検
察
庁
を
見
学
し
て
い
る
。
同
月
の
二
十
六
日
は

「終
日
運
動
を
す
る
日
」
と
し
、
男
子

は
野
球
の
試
合
を
、
女

子
は
バ
レ
ー
ボ
ー

ル
を
楽
し
ん
だ
よ
う

で
あ
る
。
年
が
明
け
、

一
月
十

一
日
に
は
ま
た
全
校

で
新
日
本
食
品
会
社
を
見
学
し
て
お
り
、

二
月
十

一
日
と
三
月
七
日
に
は
映
画
見
学
の
た
め
土
浦
ま
で
出
掛
け
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
行
事
の
他
に
、
全
校
生
徒
あ
げ
て
学
内
の

整
備
や
グ
ラ
ウ
ン
ド
の
整
地
作
業
に
汗
を
流
す

こ
と
も
多
く
、
同
年
の
十
二
月
三
日
に
は
専
門
学
校

の
学
生

と
協
力
し
て
学
内

の
整
備
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作
業
を
実
施
し
て
い
る
。

(三
)

日
本
体
育
専
門
学
校

の
移
転
と
本
校

の
廃
校

昭
和
二
十

一
年
四
月
に
日
本
体
育
専
門
学
校
が
土
浦
に
移
転
し
て
か
ら
三
年
後
に
、

こ
の
専
門
学
校
は
新
学
制
に
基
づ
い
て
日
本
体

育
大
学
に
昇
格
し
た
が
、
二
十
六
年
三
月
に
再
び
東
京

・
深
沢

へ
移
転
す
る
。
深
沢
の
地
に
復
帰
す
る
ま
で
の
約
五
年
間
は
百
年

の
歴

史
の
中
で

「
土
浦
時
代
」
と
呼
ば
れ
て
き
た
。

こ
の
土
浦
時
代

に
常
陽
中
学

・
高
等
学
校
は
誕
生
し
、
日
本
体
育
大
学

の
深
沢

へ
の
復
帰
と
と
も
に
姿
を
消

し
て
い
っ
た
。
よ

っ
て
、

常
陽
中
学

・
高
等
学
校
の
廃
校
に
至
ま
で
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
日
本
体
育
専
門
学
校
の
日
本
体
育
大
学

へ
の
昇
格
と
、
同
大
学
の
深

沢
キ
ャ
ン
パ
ス
へ
の
復
帰
と
の
絡
み
の
中

で
捉
え
る
必
要
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

ま
ず
、
昭
和
二
十
二
年
三
月
、
終
戦
後

の
教
育
を
方
向
づ
け
た
と
い
わ
れ
る
教
育
基
本
法
及
び
学
校
教
育
法

が
公
布
さ
れ
、
新
学
制

が
施
行
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
こ
の
新
学
制
の
施
行
に
あ
わ
せ
て
日
本
体
育
専
門
学
校
は
新
制
大
学

へ
の
昇
格
を
目
指
す

こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
昭
和
二
十
二
年
六
月
、
日
本
体
育
専
門
学
校
昇
格
期
成
委
員
会
が
組
織
さ
れ
、
ま
ず
は
昇
格

に
必
要
な
基
本
的
条
件

を
整
備
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
続

い
て
、
昭
和
二
十
三
年
六
月
二
十

一
日
、
日
本
体
育
会
理
事
会
で

「昭
和
二
十
四
年
度
よ
り
日
本
体

育
専
門
学
校
所
在
地
に
日
本
体
育
大
学
を
設
置
す
る
」
こ
と
が
議
決
さ
れ
、
同
年
七
月
三
十
日
に
文
部
大
臣
宛

に
、
大
学
設
立
認
可
の

申
請
が
行
わ
れ
た
。
関
係
諸
氏
の
涙
ぐ
ま
し

い
努
力
の
か
い
あ

っ
て
、
昭
和
二
十
四
年
三
月
二
十
五
日
文
部
大
臣
よ
り
日
本
体
育
大
学

の
設
置
が
正
式
に
認
可
さ
れ
、
昭
和
二
十
四
年
度
よ
り
、
こ
の
土
浦
の
地
で
日
本
唯

一
の
体
育
系
単
科
大
学

(体
育
学
科

一
入
○
名
定

員
)
を
開
校
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。

こ
の
よ
う
に
設
立
認
可

の
期
日
が
三
月
に
ず
れ
込
ん
だ
た
め
に
、
最
初
の
入
学
式
は
六
十
七
名
の
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新
入
生
を
迎
え
て
九
月
に
挙
行
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
新
制
大
学
と
し
て
発
足
し
た
も
の
の
、
こ
の
土
浦

の
地
は
都
心
か
ら
遠
く

離
れ
て
い
る
と
い
う
地
理
的
条
件
に
あ

っ
た
た
め
に
、
学
生
募
集
と
い
う
面
か
ら
し
て
プ
ラ

ス
の
材
料
に
は
な
り
得
な
か
っ
た
。
昭
和

二
十
五
年
度

に
は
学
生
総
数
が
二
〇
〇
名
前
後
に
と
ど
ま
り
、
定
員
の
半
数
に
も
満
た
な

い
状
況
に
陥

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
折
角
、

四
年
生
大
学
に
昇
格
し
た
も
の
の
、
こ
の
ま
ま
だ
と
学
生
不
足

の
た
め
経
営
難
に
陥
る
こ
と
は
必
至
で
あ

っ
た
。
そ
れ
に
加
え
、
昭
和

二
十

一
年
よ
り
借
用
し
て
い
た
こ
の
土
浦
の
施
設
を
、
警
察
予
備
隊
の
施
設
と
し
て
利
用
す
る
た
め
返
還
す
る
よ
う
国
か
ち
求
め
ら
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。

か
く
て
、
日
本
体
育
会
は
日
本
体
育
大
学

の
東
京

へ
の
移
転
の
断
行
を
余
儀
な
く
さ
せ
ら
れ
る
。
移
転
に
先
立

っ
て
、
深
沢
キ
ャ
ン

パ
ス
は
校
地
が
約

一
二
、
○
○
○
坪
し
か
な
く
体
育
大
学
と
し
て
は
手
狭
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
れ
以
外
の
移
転
先
が
検
討
さ
れ
た
。

昭
和
二
十
五
年
八
月
二
十
入
日
、
栗
本
義
彦
学
長
は
、
移
転
先

の
調
査
結
果
に

つ
い
て
報
告
し
て
い
る
。
そ
れ

に
よ
れ
ば
、
候
補
地
と

し
て
錦
桜
高
等
学
校
、
日
本
商
科
大
学
、
東
京
農
業
大
学
、
法
政
工
業
専
門
学
校
の
四
校
が
挙
が
っ
て
い
た
が
、
交
渉
の
結
果

い
ず
れ

も
不
可
能
と
の
結
論
が
下
さ
れ
た
。
こ
の
時
点

で
移
転
先
は
深
沢
キ
ャ
ン
パ
ス
の

一
つ
に
絞
ら
ざ
る
を
得
な
く
な

っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
移
転
の
話
が
煮
詰
ま

っ
て
い
く
段
階
で
、
同
年
九
月
二
日
、
日
本
体
育
大
学
学
生
自
治
会
長
及

び
学
生
有
志
か
ら
米
本

卯
吉
理
事
長
に
対
し
て
、
「本
学
舎

の
接
収
は
已
む
を
え
な

い
と
し
て
も
、
そ
れ
に
代
わ
る
教
育
勉
学

の
場
を
保
証
し
て
ほ
し

い
」
と
の

歎
願
書
が
提
出
さ
れ
た
。
続
い
て
、
九
月
三
日
に
常
陽
中
学
校
・高
等
学
校
長

の
荒
基
よ
り
、
米
本
理
事
長
宛

に
、
「常
陽
校

の
校
舎
接

収
善
後
庭
置
の
件
に
つ
い
て
」
と

い
う
文
書

が
提
出
さ
れ
た
。
そ
の
内
容
は
、
校
舎
接
収
に
よ
り
廃
校
に
な
ら

ぬ
よ
う
懇
請
す
る
と
同

時
に
、
最
悪

の
事
態
に
至

っ
た
場
合
で
も
せ
め
て
三
月
ま
で
は
授
業
を
継
続
し
て
ほ
し
い
と
の
こ
と
で
あ

っ
た

が
、
そ
れ
に
要
す
る
費

用
に
つ
い
て
は
父
兄
の
方
で
応
分
に
負
担
す
る
用
意

の
あ
る
こ
と
が
申
し
添
え
ら
れ
て
も

い
た
。
続

い
て
、
九
月
七
日
に
は
、
常
陽
中
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学
お
よ
び
常
陽
高
等
学
校
の
父
母
の
会
の
双
方

の
委
員
長
か
ら
米
本
理
事
長
宛
に
同
じ
よ
う
な
内
容

の
要
望
書

が
届
け
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
経
緯
を
み
る
と
、
日
本
体
育
大
学

の
移
転
と
常
陽
中
学

・
高
等
学
校
の
廃
校
は

一
つ
の
問
題
と

し
て
展
開
し
て
お
り
、

東
京

へ
移
転
し
て
日
本
体
育
大
学
を
救
う
こ
と
が
、
同
時
に
常
陽
中
学

・
高
等
学
校
を
廃
校
さ
せ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

常
陽
中
学

・
高
等
学
校
は
、
日
本
体
育
専
門
学
校
が
土
浦
に
移
転
す
る
際
に
と
く
に
地
域
住
民

の
要
請
を
受
け
入
れ
る
と
い
う
か
た

ち
で
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
開
校
以
来
入
学
生
が
定
員
を
満
た
す
こ
と
が
な
か
っ
た
た
め
に
、
採
算

の
経
営
原
則
を
保

つ
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
。
日
本
体
育
会
に
し
て
も
、
土
浦
の
海
軍
航
空
隊
跡
の
施
設
を
利
用
す
る
た
め
に
は
相
当
額
の
借
用
料
を
国

に
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
こ
ろ
な
の
に
、
入
学
生

の
不
足
に
よ

っ
て
借
用
料
を
支
払
う
こ
と
さ
え
困
難

に
な

っ
て
い
た
。
経
営

難
の
状
況
を
押
し
て
ま
で
、
当
地
に
常
陽
中
学

・
高
等
学
校
を
存
続
さ
せ
る
財
政
的
力
は
当
時
の
日
本
体
育
会

に
は
な
か
っ
た
と
い
え

よ
う
。

と
も
あ
れ
、
日
本
体
育
会
は
、
昭
和
二
十
五
年
十
月
八
日
、
評
議
員
会
を
、
ま
た
同
年
の
十

一
月
十

一
日
に
理
事
会
を
開
催
し
、
日

本
体
育
大
学

の
深
沢
移
転
と
常
陽
中
学
校
及
び
常
陽
高
等
学
校
の
廃
止
を
正
式
に
決
議
し
た
。

昭
和
二
十
六
年
三
月
、
米
本
卯
吉
日
本
体
育
会
理
事
長
は
茨
城
県
知
事
宛
に
常
陽
中
学
校

・
常
陽
高
等
学
校

廃
止
認
可
申
請
書
を
提

出
し
た
。
廃
校
の
理
由
は
次
の

「理
由
書
」
に
よ

っ
て
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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理

由

書

本
会
の
設
置
に
か
か
る
常
陽
中
学
校

(昭
和
22
年
2
月
10
日
認
可
)
並
び
に
常
陽
高
等
学
校

(昭
和
23
年

4
月
27
日
認
可
)
が
、

日
本
体
育
大
学
姉
妹
校
と
し
て
、
茨
城
縣
霞
浦
湖
畔
に
開
校
し
て
以
来
、
未
だ
日
尚
浅
く
、
幾
多
辛
酸
を
嘗
め
つ
つ
も
、
漸
く
其



の
発
展
の
基
を
固
め
、
御
当
局
の
絶
大
な
る
御
支
援
の
下
、
将
に
、
そ
の
恵
ま
れ
た
環
境
と
、
卓
越
せ
る
教

諭
陣
容
を
以
て
、
着

々

そ
の
充
実
を
図
り
、
大
い
に
縣
下
私
立
振
興
に
先
駆
た
ら
ん
と
決
意
し
て
居
り
ま
し
た
矢
先
、
国
策
遂
行
上
の
理
由
に
よ
り
、
従

来
貸
付
を
受
け
て
居
り
ま
し
た
施
設
全
部
を
、
昭
和
二
十
六
年
三
月
末
迄
に
返
還
す
る
の
止
む
な
き
事
情

に
立
ち
入
り
ま
し
た
。

之
が
為
日
本
体
育
大
学
は
東
京
旧
所
在
地

へ
移
轄
す
る
こ
と
と
な
り
、

一
応
対
策
の
解
決
を
見
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
に
本

校
の
立
場
と
致
し
ま
し
て
は
、
そ
の
施
設
を
失
ひ
、
又
日
本
体
育
大
学
と
分
離
し
て
は
、
そ
の
存
在
を
減
じ
、
之
が
為
経
営
上
大

な
る
支
障
を
来
す
結
果
と
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
乍
ら
、

一
度
本
校
を
廃
校
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
生
徒
及
び
父
兄
、
並
び

職
員
に
及
ぼ
す
影
響
の
少
か
ら
ざ
る
こ
と
を
憂
慮
し
、
何
と
か
之
が
存
績
を
可
能
な
ら
し
め
る
様
、
熟
考

に
熟
考
を
重
ね
て
参

っ

た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
ど
う
し
て
も
、
之
を
存
績
せ
し
め
得
る
方
法
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
で
し

た
。

こ
こ
に
遺
憾
乍
ら
本
校

の
廃
止
を
決
定
致
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

つ
き
ま
し
て
は
、
関
係
職
員

一
同
、
最
善

の
努
力
を
以
て
、

生
徒
の
庭
置
其
他
に
付
、
萬
善
の
策
を
構
じ
ま
す
か
ら
、
何
卒
本
申
請
を
ご
認
可
下
さ

い
ま
す
様
、
お
願

い
致
し
ま
す
。

両
校
の
廃
校
に
際
し
特
に
問
題
と
な
る
の
が
、
在
校
生
の
対
策
と
教
職
員
の
処
遇
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
、
在
校

生
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、

廃
校
後
は
近
隣
の
中
学
校
や
高
等
学
校
に
転
校
さ
せ
る
方
法
が
採
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
昭
和
二
十
六
年
三
月
十
七
日
現
在

の
調
査
で

は
、
阿
見
中
学
校
に
男
子
九
名

・
女
子
十

一
名
、
土
浦
中
学
校
に
男
子
六
名

・
女
子
二
名
、
東
中
学
校
に
男
子
五
名
、
石
岡
町
の
法
政

第
三
中
学
校
に
女
子

一
名
、
高
浜
町
の
高
松
中
学
校

に
は
女
子

一
名
、
藤
沢
村
の
藤
沢
中
学
校

に
は
女
子

一
名

の
転
校
が
決
定
し
て
い

た
。
高
等
学
校
に
つ
い
て
も
、
周
辺
の
龍
ヶ
崎
高
等
学
校
、
霞

ヶ
浦
高
等
学
校
、
土
浦
第
三
高
等
学
校
、
土
浦
市
立
高
等
学
校
等
に
転

校
す
る
こ
と
に
な

っ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
教
職
員
の
処
遇
に
つ
い
て
は
、
専
任
教
諭

の
二
名
は
就
職
が
別

に
内
定
し
て
お
り
、
そ

の
他

の
教
諭
に
つ
い
て
は
日
本
体
育
大
学
と
茨
城
大
学
の
兼
任
講
師
で
あ

っ
た
こ
と
か
ら
、
退
職
後
は
本
務
校

に
専
念
す
る
こ
と
に
な
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っ
て
い
た
。
な
お
、
書
記
の

一
名
は
日
本
体
育
会
に
就
職
す
る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。

ま
た
、
両
校
所
有

の
財
産
で
あ
る
が
、
机
、
椅
子
等
の
校
旦
ハニ
ニ
四
点
と
、
オ
ル
ガ
ン
等
の
教
具
六
八
点
及

び
図
書
の

一
九
五
点
は
、

設
置
者

で
あ
る
日
本
体
育
会
が
管
理
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。

日
本
体
育
大
学

の
深
沢

へ
の
移
転
と
平
行
し
、
日
本
体
育
会
が
財
団
法
人
か
ら
学
校
法
人

へ
組
織
変
更
す
る
た
め
の
手
続
き
も
と
ら

れ
、
昭
和
二
十
六
年

一
月
十
九
日
同
会
は
文
部
大
臣
宛
学
校
法
人
日
本
体
育
会

へ
の
組
織
変
更

の
申
請
を
行

っ
て
い
る
。

こ
の
組
織
変

更
は
、
昭
和
二
十
四
年
の
私
立
学
校
令
の
公
布
に
よ
り
私
立
学
校
は
す

べ
て
学
校
法
人
を
設
置
者
と
す
る
と
い
う
決
定
を
受
け
て
の
措

置
で
あ

っ
た
。
そ
れ
と
同
時
に

「寄
付
行
為
」
の
変
更
も
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
、
こ
の
変
更
に
際
し
、
常
陽
中
学
校
及
び
常

陽
高
等
学
校
に
関
す
る
条
項
に
も
変
化
が
み
ら
れ
た
。
財
団
法
人
の
寄
付
行
為
で
は
第
四
條

の
事
業
の
八
号
に
常
陽
中
学
校

の
維
持
管

理
が
、
九
号
に
常
陽
高
等
学
校
の
維
持
管
理
が
謳
わ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
学
校
法
人
の
寄
付
行
為
の
第
五
條

(設
置
す
る
学
校
)
に

は
両
校

の
こ
と
は
全
く
記
載
さ
れ
て
お
ら
ず
、
附
則

の

一
で

「
こ
の
法
人
は
第
五
條
に
掲
げ
る
学
校
の
外
に
当
分
の
間
は
日
本
体
育
専

門
学
校
、
常
陽
中
学
校
、
常
陽
高
等
学
校
を
存
置
す
る
」
と
記
述
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
二
十
六
年
三
月
を
も

っ
て
常
陽
中
学

・
常

陽
高
等
学
校
が
廃
校
と
な
る
こ
と
に
対
す
る
措
置
で
あ

っ
た
わ
け
で
あ
る
。
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